
まちづくりのルール

に ぎ わ い と 風 格 の 再 生

銀座地区

中央区

お問い合わせ下さい
●�地区計画区域内で建築行為を行う場合は、都市計画法に基づき「地区計画の区域内における行為の届出書」
の提出が必要となります。

●容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要な場合があります。
●斜線制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要となります。
●認定基準や申請手数料等については、建築課へお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号

都市整備部地域整備課	 ☎03-3546-5447
都市整備部建築課	 ☎03-3546-5456

地区計画区域内における行為の届出や認定手続きについては、区のホームページで掲載しています。（トップページ→まちづくり・環境→計画・
取り組み→地区計画・機能更新型高度利用地区の順番でご覧いただけます。）
都市計画決定・告示年月日（当初）
　銀座地区地区計画　　：平成10年11月25日　区告第140号
　銀座地区高度利用地区：平成10年11月25日　区告第141号

平成30年１月発行
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まちづくりのルール

に ぎ わ い と 風 格 の 再 生

銀座地区

■地区計画及び
　高度利用地区の区域

銀座地区のまちづくりの考え方

1 まちづくりの必要性

2 銀座にふさわしいまちづくり

　銀座地区は、日本有数の商業地として発展を続けていますが、地域を代表する建築物の多くは、老朽化も
進み既に更新時期を迎えています。しかし、老朽化している多くの建築物は、昭和39年の容積率制度導入以
前のものであり、現行の制度の中での建て替えを行うと、従前規模確保もできないなど円滑な更新が行えな
い状況となっています。このような背景の中で、銀座地区は、地区全体の機能更新や災害時の安全性の確保
などが問題となっていました。

○銀座全体のレベルアップを図る。
○地区計画を活用する。
○高度利用地区を併用する。

・都心商業地域にふさわしい街並みの形成
・にぎわいと活力ある都心商業機能の再生

・商業、業務、住宅のバランスある複合市街地の形成
・都市型住宅の積極的誘導
・複合市街地にふさわしい街並みの形成

　壁面の後退と建築物の高さの最高限度を定める地区計画を指定し、斜線
制限を緩和します。
　また、一定規模以上の商業機能などを確保した建築物については、歩道
幅員に応じて容積率を100％〜300％の範囲で緩和します。

　壁面の後退と建築物の最高高さを定め、定住性の高い住宅確保による容
積率の緩和と道路斜線制限を緩和します。

A地区

地区計画＋高度利用地区の区域 地区計画の区域

B地区

基本的な考え方

地区計画と
高度利用地区の活用

（図A地区）

地区計画の活用

（図B地区）
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●地区計画＋高度利用地区
　・道路斜線や隣地斜線を緩和します。
　・容積率が最高で300％緩和されます。

●地区計画＋高度利用地区
　・道路斜線や隣地斜線を緩和します。
　・容積率が最高で200％緩和されます。

容積率緩和状況モデル図 建築物イメージ

注）行き止まり道路にのみ面する敷地は、容積率制限の緩和、斜線制限の緩和及び壁面の位置の制限は適用されません。
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並木通りなど
14.55m道路に面する敷地では、

高さの最高限度

誘導用途
１／２

　 まちづくりルールと建築基準法等による建て替え例（商業機能更新地区　A地区）

14.55m（並木通り）

27.27m（中央通り）

指定容積率
700％

800％

８m

14.55m

基準容積率 割り増し容積率（最大） 最高容積率

14.55m

※土地の筆割りは、実際のものと異なります。

※容積割り増しの対象建築物は、建築面積が100m2以上です。
　また、敷地面積が300m2未満の場合の、高度利用地区による割り増し容積率は100％が限度です。

800％ 300％ ▶ 1,100％ ※＋

800％ 200％ ▶ 1,000％ ※＋

700％ 200％ ▶ 900％ ※＋

480％ 220％ ▶ 700％＋

８m

指定容積率 800％

指定容積率 700％

1	地区計画による建て替えのルール

建築物の用途制限
　次に掲げる建築物は建築できません。
○１階部分を店舗や飲食店などの商業用途以外の建築物
○�共同住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅その他高齢者の居住の安定に資
する住宅は除く。）のうち、住戸数が10戸以上となる計画の場合、以下に該当する建築物
　・�住戸専用部分の床面積40m2以上の住戸（定住型住宅）の床面積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積（容積対象面
積）の合計の１/３未満の建築物

　・定住型住宅以外の住戸において、住戸の専用部分の床面積25m2未満の建築物
　　※住戸の専用部分にメーターボックス及びバルコニーは含みません。
○墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定する納骨堂の用途に供する建築物その他の人骨を保管する用途に供する建築物
○動物（食用の動物を除く。）の骨の保管の用途に供する建築物若しくは動物の死体の焼却設備を有する建築物
○宿泊の用に供する建築物について、次に掲げる建築物
　①一宿泊室の床面積が次に掲げる数値未満の建築物
　　ア）一宿泊室の定員が１人の場合、９m2

　　イ）一宿泊室の定員が２人の場合、13m2

　　ウ）一宿泊室の定員が３人以上の場合、次の算定式により求められる数値
　　　　X＝5.5（n－１）＋９　　　X：一宿泊室の床面積（m2）　　　n：一宿泊室の定員（人）
　②�フロントの前面に配置するロビー等（ロビー及びロビーと一体的に整備する応接室、談話室等の施設。）が次のいずれかに

該当する建築物
　　ア）当該面積（m2）が宿泊室の定員の合計に0.4を乗じた数値未満の建築物
　　イ）当該位置が１階以外又は道路に面しない建築物
　　※ロビー等の位置は周辺環境との調和等に配慮した計画でやむを得ないものはこの限りではありません。

容積率の最高限度 �※容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要となります。

　敷地面積の大小に関わらず、道路幅員（12m未満の道路）による容積率制限を緩和し、指定容積率（※１）まで使えるようにな
ります。ただし、基準容積率（※２）を超える部分は「商業施設又は住宅等（※３）」の用途に限定します。

建築物の高さの最高限度 �
　指定容積率と前面道路幅員に応じて建築物の高さの最高限度を定めます。ただし、昭和通り沿道から東側の区域については、
文化等の維持・継承に寄与する大規模開発に限り、高さ制限を除外します。

道路幅員 指定容積率 ※　�階段室等は、建築面積の１/８以内の場合
で、かつ、その部分を含む当該建築物の高
さが表に揚げる数値に10mを加えた値を
超えない場合においては、その部分の高さ
12mまでは当該建築物の高さに算入しま
せん。

※　�指定容積率の異なる区域にまたがる敷地
は、最大の容積率の最高高さ制限を適用し
ます。

600％ 700％ 800％
20m以上 48m 56m
12m〜20m未満
10m〜12m未満 40m
８m〜10m未満 32m
６m〜８m未満 28m
４m〜６m未満 18m
２項・３項道路 14m
屋上工作物を設ける場合は、建築物の最高高さ制限に10mを加えたもの（24〜66m）とします。

※�道路斜線制限や隣地斜線制限（前面道路の幅員が11m以上のものに限る。）の緩和を受ける場合は、
別途、認定申請が必要となります。

壁面の位置の制限 　（図１参照）
　整った街並みや快適な歩行者空間を形成するため、建築物の部分（庇等の突出物がある場合はその先端）は道路境界線から原則と
して「0.5m以上」後退することになります。ただし、中央通り、晴海通り、昭和通り及び外堀通りでは後退距離は「0.2m以上」、並木通
りなどは「0.3m以上」となります。また、２項・３項道路にあっては道路中心から「2.2m以上」となります。

敷地面積の最低限度 �
　原則として300m2です。
　ただし、300m2未満の敷地であっても、既存のままの敷地で建て替える場合は、その敷地面積が最低限度となります。

2 高度利用地区による容積率の緩和

対象建築物
　前面道路の歩道等の幅員が２m以上、かつ、建築面積が100m2以上の建築物を建築する場合には、以下に示す２つの方法により
指定容積率を超えた容積率緩和が可能となります。

容積率の緩和 　（図２参照）
敷地が接する歩道等の幅員により、次表のとおり緩和容積率の上限を定めます。

歩道等の幅員（※） 緩和容積率の限度 ※��歩道等の幅員とは歩道幅員と地区計
画の都市計画で定められた壁面の位
置の制限により確保される空間を合
算したもの。

ア ２m未満 容積率の緩和はありません。

イ ２m以上４m未満 100％

ウ ４m以上5.5m未満 200％

エ 5.5m以上　　　　
（車道の車線数が４以上のものに限る。） 300％

ただし、ウ及びエの場合において、敷地面積が300m2未満の建築物にあっては、100％を限度とします。

容積率の緩和の方法
容積率の緩和を受けるためには、次のいずれかを満たす必要があります。
　●誘導用途（※）確保による容積率の緩和
　　�　誘導用途に係る床面積が容積対象面積の１/２以上、かつ、事務所の床面積の合計が１/３以下の建築物について、上記限度

までの容積率を緩和します。
※�店舗、飲食店、百貨店、劇場及び映画館、展示場、美容院、銀行等のサービス業を営む店舗（接客カウンターなどを設ける施設に限る。）、ホテルなどの商業用途及びその他更新時
に必要な建築物で、特に区長が認めたもの。

　●公共的屋内空間を確保することによる容積率の緩和
　　　アトリウムやイベントホールを設ける建築物について、その規模に応じて、容積率を100％を限度として緩和します。

容積率の最低限度
　土地の高度利用を促進するため300％とし、幅員４m道路及び２項・３項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては、200％と
なります。

※��敷地が不整形であったり、規
模が小さいなどの場合の壁
面の位置の制限については、
区（建築課）にご相談下さい。
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●地区計画＋高度利用地区
　・道路斜線や隣地斜線を緩和します。
　・容積率が最高で300％緩和されます。

●地区計画＋高度利用地区
　・道路斜線や隣地斜線を緩和します。
　・容積率が最高で200％緩和されます。

●地区計画
　・道路斜線を緩和します。
　・道路幅員による容積率の低減を緩和し、
　　指定容積率（※１）まで使えるようになります。

※１�指定容積率：
指定容積率が800％の区域で、
前面道路の幅員が８m以下の道
路に面する場合は、700％とな
ります。

※２�基準容積率：
前面道路の幅員が12m 未満の
場合には、その前面道路の幅員
の数値に0.6を乗じたもの又は、
指定容積率のうちいずれか小さ
い数値

※３�住宅等：
住宅、共同住宅（定住型住宅及
び高齢者の居住の安定確保に関
する法律第５条に定めるサービ
ス付き高齢者向け住宅その他高
齢者の居住の安定に資する住
宅）、寄宿舎をいいます。

注）行き止まり道路にのみ面する敷地は、容積率制限の緩和、斜線制限の緩和及び壁面の位置の制限は適用されません。
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８m道路に面する敷地では、

基準容積率
（480％）

住宅等、
商業施設
住宅等、
商業施設

高さの最高限度

　 まちづくりルールと建築基準法等による建て替え例（商業機能更新地区　A地区） 　まちづくりルールと建築基準法等による建て替え例（商業・住居複合地区　B地区）

商業機能更新地区 A地区 商業・住居複合地区 B地区
1	地区計画による建て替えのルール

建築物の用途制限
　次に掲げる建築物は建築できません。
○１階部分を店舗や飲食店などの商業用途以外の建築物
○�共同住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅その他高齢者の居住の安定に資
する住宅は除く。）のうち、住戸数が10戸以上となる計画の場合、以下に該当する建築物
　・�住戸専用部分の床面積40m2以上の住戸（定住型住宅）の床面積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積（容積対象面
積）の合計の１/３未満の建築物

　・定住型住宅以外の住戸において、住戸の専用部分の床面積25m2未満の建築物
　　※住戸の専用部分にメーターボックス及びバルコニーは含みません。
○墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定する納骨堂の用途に供する建築物その他の人骨を保管する用途に供する建築物
○動物（食用の動物を除く。）の骨の保管の用途に供する建築物若しくは動物の死体の焼却設備を有する建築物
○宿泊の用に供する建築物について、次に掲げる建築物
　①一宿泊室の床面積が次に掲げる数値未満の建築物
　　ア）一宿泊室の定員が１人の場合、９m2

　　イ）一宿泊室の定員が２人の場合、13m2

　　ウ）一宿泊室の定員が３人以上の場合、次の算定式により求められる数値
　　　　X＝5.5（n－１）＋９　　　X：一宿泊室の床面積（m2）　　　n：一宿泊室の定員（人）
　②�フロントの前面に配置するロビー等（ロビー及びロビーと一体的に整備する応接室、談話室等の施設。）が次のいずれかに

該当する建築物
　　ア）当該面積（m2）が宿泊室の定員の合計に0.4を乗じた数値未満の建築物
　　イ）当該位置が１階以外又は道路に面しない建築物
　　※ロビー等の位置は周辺環境との調和等に配慮した計画でやむを得ないものはこの限りではありません。

容積率の最高限度 �※容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要となります。

　敷地面積の大小に関わらず、道路幅員（12m未満の道路）による容積率制限を緩和し、指定容積率（※１）まで使えるようにな
ります。ただし、基準容積率（※２）を超える部分は「商業施設又は住宅等（※３）」の用途に限定します。

建築物の高さの最高限度 �
　指定容積率と前面道路幅員に応じて建築物の高さの最高限度を定めます。ただし、昭和通り沿道から東側の区域については、
文化等の維持・継承に寄与する大規模開発に限り、高さ制限を除外します。

道路幅員 指定容積率 ※　�階段室等は、建築面積の１/８以内の場合
で、かつ、その部分を含む当該建築物の高
さが表に揚げる数値に10mを加えた値を
超えない場合においては、その部分の高さ
12mまでは当該建築物の高さに算入しま
せん。

※　�指定容積率の異なる区域にまたがる敷地
は、最大の容積率の最高高さ制限を適用し
ます。

600％ 700％ 800％
20m以上 48m 56m
12m〜20m未満
10m〜12m未満 40m
８m〜10m未満 32m
６m〜８m未満 28m
４m〜６m未満 18m
２項・３項道路 14m
屋上工作物を設ける場合は、建築物の最高高さ制限に10mを加えたもの（24〜66m）とします。

※�道路斜線制限や隣地斜線制限（前面道路の幅員が11m以上のものに限る。）の緩和を受ける場合は、
別途、認定申請が必要となります。

壁面の位置の制限 　（図１参照）
　整った街並みや快適な歩行者空間を形成するため、建築物の部分（庇等の突出物がある場合はその先端）は道路境界線から原則と
して「0.5m以上」後退することになります。ただし、中央通り、晴海通り、昭和通り及び外堀通りでは後退距離は「0.2m以上」、並木通
りなどは「0.3m以上」となります。また、２項・３項道路にあっては道路中心から「2.2m以上」となります。

敷地面積の最低限度 �
　原則として300m2です。
　ただし、300m2未満の敷地であっても、既存のままの敷地で建て替える場合は、その敷地面積が最低限度となります。

2 高度利用地区による容積率の緩和

対象建築物
　前面道路の歩道等の幅員が２m以上、かつ、建築面積が100m2以上の建築物を建築する場合には、以下に示す２つの方法により
指定容積率を超えた容積率緩和が可能となります。

容積率の緩和 　（図２参照）
敷地が接する歩道等の幅員により、次表のとおり緩和容積率の上限を定めます。

歩道等の幅員（※） 緩和容積率の限度 ※��歩道等の幅員とは歩道幅員と地区計
画の都市計画で定められた壁面の位
置の制限により確保される空間を合
算したもの。

ア ２m未満 容積率の緩和はありません。

イ ２m以上４m未満 100％

ウ ４m以上5.5m未満 200％

エ 5.5m以上　　　　
（車道の車線数が４以上のものに限る。） 300％

ただし、ウ及びエの場合において、敷地面積が300m2未満の建築物にあっては、100％を限度とします。

容積率の緩和の方法
容積率の緩和を受けるためには、次のいずれかを満たす必要があります。
　●誘導用途（※）確保による容積率の緩和
　　�　誘導用途に係る床面積が容積対象面積の１/２以上、かつ、事務所の床面積の合計が１/３以下の建築物について、上記限度

までの容積率を緩和します。
※�店舗、飲食店、百貨店、劇場及び映画館、展示場、美容院、銀行等のサービス業を営む店舗（接客カウンターなどを設ける施設に限る。）、ホテルなどの商業用途及びその他更新時
に必要な建築物で、特に区長が認めたもの。

　●公共的屋内空間を確保することによる容積率の緩和
　　　アトリウムやイベントホールを設ける建築物について、その規模に応じて、容積率を100％を限度として緩和します。

容積率の最低限度
　土地の高度利用を促進するため300％とし、幅員４m道路及び２項・３項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては、200％と
なります。

※��敷地が不整形であったり、規
模が小さいなどの場合の壁
面の位置の制限については、
区（建築課）にご相談下さい。

1 容積率の最高限度　―住宅等確保による容積率の緩和―
定住性の高い良好な住宅等について、容積率を緩和します。
○住宅等………�住宅、共同住宅（定住型住宅及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅

その他高齢者の居住の安定に資する住宅）、寄宿舎をいいます。
○定住型住宅…住戸の専用部分の床面積が40m2以上の住戸をいいます。
○ウィークリーマンション、マンスリーマンション…住宅に関する容積率の緩和の対象から除外します。

前面道路の幅員が８mを超える道路に面する敷地
建築物がすべて住宅等の場合 基準容積率（指定容積率600％〜800％と敷地に面する道路幅員に0.6を

乗じた値のどちらか小さい数値）の1.25倍です。
住宅等と非住宅を含む場合 次の計算式により求められる値となります。

C＝1.25（A－ B）＋B＋B／A×100％
　　A：基準容積率
　　B：非住宅用途の容積率（40m2未満の住戸を含む。）
　　C：容積率の最高限度

建築物がすべて非住宅の場合 � 基準容積率と同じです。

前面道路の幅員が８m以下の道路に面する敷地
指定容積率又は700％のいずれか小さい方の数値です。ただし、基準容積率を超える部分は住宅等に限定します。

２項道路・３項道路にのみ面する敷地
280％です。ただし、基準容積率を超える部分は住宅等に限定します。

住宅関連施設の容積率も緩和します。
住宅等と併せて、日用品を販売する店舗などをつくる場合、「住宅関連施設」として、住宅等とみなして容積率の緩和対象とします。
（住宅等の容積率の１/２以下、かつ、50％以下が限度です。）
※住宅関連施設とは、日用品などを販売する店舗、飲食店、診療所、公衆浴場などです。
※容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要な場合があります。

2 建築物の高さの最高限度
　指定容積率と前面道路幅員に応じて建築物の最高高さを定めます。ただし、文化等の維持・継承に寄与する大規模開発に限り、高
さ制限を除外します。

道路幅員 指定容積率 ※　�階段室等は、建築面積の１/８以内の場合で、
かつ、その部分を含む当該建築物の高さが表に
揚げる数値に10mを加えた値を超えない場合
においては、その部分の高さ12mまでは当該
建築物の高さに算入しません。

※　�指定容積率の異なる区域にまたがる敷地は、最
大の容積率の最高高さ制限を適用します。

※　�道路斜線制限や隣地斜線制限（昭和通りに接す
る敷地に限る。）の緩和を受ける場合は、別途、
認定申請が必要となります。

600％ 700％ 800％
20m以上 42m 50m
12m〜20m未満
８m〜12m未満 36m又は［（道路幅員＋２）×３］のいずれか小さい値
６m〜８m未満 24m又は［（道路幅員＋１）×３］のいずれか小さい値
４m〜６m未満 18m又は［（道路幅員＋１）×３］のいずれか小さい値
２項・３項道路 13m
屋上工作物を設ける場合は、建築物の最高高さ制限に10mを加えたもの（23〜60m）とします。
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指定容積率600％、前面道路幅員11mの場合 指定容積率600％、前面道路幅員８mの場合
※１�指定容積率：
指定容積率が800％の区域で、
前面道路の幅員が８m以下の道
路に面する場合は、700％とな
ります。

※２�基準容積率：
前面道路の幅員が12m 未満の
場合には、その前面道路の幅員
の数値に0.6を乗じたもの又は、
指定容積率のうちいずれか小さ
い数値

※３�住宅等：
住宅、共同住宅（定住型住宅及
び高齢者の居住の安定確保に関
する法律第５条に定めるサービ
ス付き高齢者向け住宅その他高
齢者の居住の安定に資する住
宅）、寄宿舎をいいます。

・基準容積率は600％
・事務所を容積率で400％分とし、
　残りを住宅等として建て替える場合
　容積率の最高限度＝1.25（600％－400％）＋400％
　　　　　＋（400％／600％）×100％＝716.6％

注）行き止まり道路にのみ面する敷地は、容積率制限の緩和、斜線制限の緩和、壁面の位置の制限及び容積率の最低限度は適用されません。
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住宅用途容積率

非住宅用途容積率

住宅関連用途容積率

住宅等用途容積率

　まちづくりルールと建築基準法等による建て替え例（商業・住居複合地区　B地区）

商業・住居複合地区 B地区
壁面の位置の制限 　（図１参照）

　整った街並みや快適な歩行者空間を形成するため、建築物の部分（庇等の突出物がある場合はその先端）は道路境界線から原則と
して「0.5m以上」後退することになります。ただし、中央通り、晴海通り、昭和通り及び外堀通りでは後退距離は「0.2m以上」、並木通
りなどは「0.3m以上」となります。また、２項・３項道路にあっては道路中心から「2.2m以上」となります。

敷地面積の最低限度 �
　原則として300m2です。
　ただし、300m2未満の敷地であっても、既存のままの敷地で建て替える場合は、その敷地面積が最低限度となります。

2 高度利用地区による容積率の緩和

対象建築物
　前面道路の歩道等の幅員が２m以上、かつ、建築面積が100m2以上の建築物を建築する場合には、以下に示す２つの方法により
指定容積率を超えた容積率緩和が可能となります。

容積率の緩和 　（図２参照）
敷地が接する歩道等の幅員により、次表のとおり緩和容積率の上限を定めます。

歩道等の幅員（※） 緩和容積率の限度 ※��歩道等の幅員とは歩道幅員と地区計
画の都市計画で定められた壁面の位
置の制限により確保される空間を合
算したもの。

ア ２m未満 容積率の緩和はありません。

イ ２m以上４m未満 100％

ウ ４m以上5.5m未満 200％

エ 5.5m以上　　　　
（車道の車線数が４以上のものに限る。） 300％

ただし、ウ及びエの場合において、敷地面積が300m2未満の建築物にあっては、100％を限度とします。

容積率の緩和の方法
容積率の緩和を受けるためには、次のいずれかを満たす必要があります。
　●誘導用途（※）確保による容積率の緩和
　　�　誘導用途に係る床面積が容積対象面積の１/２以上、かつ、事務所の床面積の合計が１/３以下の建築物について、上記限度

までの容積率を緩和します。
※�店舗、飲食店、百貨店、劇場及び映画館、展示場、美容院、銀行等のサービス業を営む店舗（接客カウンターなどを設ける施設に限る。）、ホテルなどの商業用途及びその他更新時
に必要な建築物で、特に区長が認めたもの。

　●公共的屋内空間を確保することによる容積率の緩和
　　　アトリウムやイベントホールを設ける建築物について、その規模に応じて、容積率を100％を限度として緩和します。

容積率の最低限度
　土地の高度利用を促進するため300％とし、幅員４m道路及び２項・３項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては、200％と
なります。

※��敷地が不整形であったり、規
模が小さいなどの場合の壁
面の位置の制限については、
区（建築課）にご相談下さい。

1 容積率の最高限度　―住宅等確保による容積率の緩和―
定住性の高い良好な住宅等について、容積率を緩和します。
○住宅等………�住宅、共同住宅（定住型住宅及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅

その他高齢者の居住の安定に資する住宅）、寄宿舎をいいます。
○定住型住宅…住戸の専用部分の床面積が40m2以上の住戸をいいます。
○ウィークリーマンション、マンスリーマンション…住宅に関する容積率の緩和の対象から除外します。

前面道路の幅員が８mを超える道路に面する敷地
建築物がすべて住宅等の場合 基準容積率（指定容積率600％〜800％と敷地に面する道路幅員に0.6を

乗じた値のどちらか小さい数値）の1.25倍です。
住宅等と非住宅を含む場合 次の計算式により求められる値となります。

C＝1.25（A－ B）＋B＋B／A×100％
　　A：基準容積率
　　B：非住宅用途の容積率（40m2未満の住戸を含む。）
　　C：容積率の最高限度

建築物がすべて非住宅の場合 � 基準容積率と同じです。

前面道路の幅員が８m以下の道路に面する敷地
指定容積率又は700％のいずれか小さい方の数値です。ただし、基準容積率を超える部分は住宅等に限定します。

２項道路・３項道路にのみ面する敷地
280％です。ただし、基準容積率を超える部分は住宅等に限定します。

住宅関連施設の容積率も緩和します。
住宅等と併せて、日用品を販売する店舗などをつくる場合、「住宅関連施設」として、住宅等とみなして容積率の緩和対象とします。
（住宅等の容積率の１/２以下、かつ、50％以下が限度です。）
※住宅関連施設とは、日用品などを販売する店舗、飲食店、診療所、公衆浴場などです。
※容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要な場合があります。

2 建築物の高さの最高限度
　指定容積率と前面道路幅員に応じて建築物の最高高さを定めます。ただし、文化等の維持・継承に寄与する大規模開発に限り、高
さ制限を除外します。

道路幅員 指定容積率 ※　�階段室等は、建築面積の１/８以内の場合で、
かつ、その部分を含む当該建築物の高さが表に
揚げる数値に10mを加えた値を超えない場合
においては、その部分の高さ12mまでは当該
建築物の高さに算入しません。

※　�指定容積率の異なる区域にまたがる敷地は、最
大の容積率の最高高さ制限を適用します。

※　�道路斜線制限や隣地斜線制限（昭和通りに接す
る敷地に限る。）の緩和を受ける場合は、別途、
認定申請が必要となります。

600％ 700％ 800％
20m以上 42m 50m
12m〜20m未満
８m〜12m未満 36m又は［（道路幅員＋２）×３］のいずれか小さい値
６m〜８m未満 24m又は［（道路幅員＋１）×３］のいずれか小さい値
４m〜６m未満 18m又は［（道路幅員＋１）×３］のいずれか小さい値
２項・３項道路 13m
屋上工作物を設ける場合は、建築物の最高高さ制限に10mを加えたもの（23〜60m）とします。

3 壁面の位置の制限
　建築物の部分（庇等の突出物がある場合はその先端）の後退距離を定めます。

道路幅員 壁面の位置の制限 工作物などの制限 ※��敷地が不整形であったり、規模
が小さいなどの場合の壁面の
位置の制限については、区（建
築課）にご相談下さい。

４m以上の道路 道路境界線から0.5m以上後退 壁面後退した部分には、門やへい等の
工作物は設置できません。２項・３項道路 道路中心線から2.2m以上後退

4 容積率の最低限度
　指定容積率や道路幅員に応じて最低限、利
用しなければならない容積率を定めます。

指定容積率及び道路幅員 容積率の最低限度
700％及び800％の区域 300％
600％の区域及び４mの道路にのみ面する敷地 200％
３項道路にのみ面する敷地 150％

5 建築物の用途制限
　次に掲げる建築物は建築できません。
○店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物
○�共同住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅その他高齢者の居住の安定に資
する住宅は除く。）のうち、住戸数が10戸以上となる計画の場合、以下に該当する建築物
　・�住戸専用部分の床面積40m2以上の住戸（定住型住宅）の床面積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積（容積対象面
積）の合計の１/３未満の建築物

　・定住型住宅以外の住戸において、住戸の専用部分の床面積25m2未満の建築物
　　※住戸の専用部分にメーターボックス及びバルコニーは含みません。
○墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定する納骨堂の用途に供する建築物その他の人骨を保管する用途に供する建築物
○動物（食用の動物を除く。）の骨の保管の用途に供する建築物若しくは動物の死体の焼却設備を有する建築物
○宿泊の用に供する建築物について、次に掲げる建築物
　①一宿泊室の床面積が次に掲げる数値未満の建築物
　　ア）一宿泊室の定員が１人の場合、９m2

　　イ）一宿泊室の定員が２人の場合、13m2

　　ウ）一宿泊室の定員が３人以上の場合、次の算定式により求められる数値
　　　　X＝5.5（n－１）＋９　　　X：一宿泊室の床面積（m2）　　　n：一宿泊室の定員（人）
　②�フロントの前面に配置するロビー等（ロビー及びロビーと一体的に整備する応接室、談話室等の施設。）が次のいずれかに

該当する建築物
　　ア）当該面積（m2）が宿泊室の定員の合計に0.4を乗じた数値未満の建築物
　　イ）当該位置が１階以外又は道路に面しない建築物
　　※ロビー等の位置は周辺環境との調和等に配慮した計画でやむを得ないものはこの限りではありません。

6 敷地面積の最低限度
　原則として300m2です。
　ただし、300m2未満の敷地であっても、既存のままの敷地で建て替える場合は、その敷地面積が最低限度となります。
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指定容積率600％、前面道路幅員８mの場合

注）行き止まり道路にのみ面する敷地は、容積率制限の緩和、斜線制限の緩和、壁面の位置の制限及び容積率の最低限度は適用されません。

まちづくりルールによる建替え

※�基準容積率（480％）を超える部分は
住宅等用途とする。

建築基準法等による建替え

容積率限度 480％

延べ床面積 430m2

容積率 430％

容積消化率 90％

容積率限度 600％

延べ床面積 600m2

容積率 600％

容積消化率 100％
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　まちづくりルールと建築基準法等による建て替え例（商業・住居複合地区　B地区）

1 容積率の最高限度　―住宅等確保による容積率の緩和―
定住性の高い良好な住宅等について、容積率を緩和します。
○住宅等………�住宅、共同住宅（定住型住宅及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅

その他高齢者の居住の安定に資する住宅）、寄宿舎をいいます。
○定住型住宅…住戸の専用部分の床面積が40m2以上の住戸をいいます。
○ウィークリーマンション、マンスリーマンション…住宅に関する容積率の緩和の対象から除外します。

前面道路の幅員が８mを超える道路に面する敷地
建築物がすべて住宅等の場合 基準容積率（指定容積率600％〜800％と敷地に面する道路幅員に0.6を

乗じた値のどちらか小さい数値）の1.25倍です。
住宅等と非住宅を含む場合 次の計算式により求められる値となります。

C＝1.25（A－ B）＋B＋B／A×100％
　　A：基準容積率
　　B：非住宅用途の容積率（40m2未満の住戸を含む。）
　　C：容積率の最高限度

建築物がすべて非住宅の場合 � 基準容積率と同じです。

前面道路の幅員が８m以下の道路に面する敷地
指定容積率又は700％のいずれか小さい方の数値です。ただし、基準容積率を超える部分は住宅等に限定します。

２項道路・３項道路にのみ面する敷地
280％です。ただし、基準容積率を超える部分は住宅等に限定します。

住宅関連施設の容積率も緩和します。
住宅等と併せて、日用品を販売する店舗などをつくる場合、「住宅関連施設」として、住宅等とみなして容積率の緩和対象とします。
（住宅等の容積率の１/２以下、かつ、50％以下が限度です。）
※住宅関連施設とは、日用品などを販売する店舗、飲食店、診療所、公衆浴場などです。
※容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要な場合があります。

2 建築物の高さの最高限度
　指定容積率と前面道路幅員に応じて建築物の最高高さを定めます。ただし、文化等の維持・継承に寄与する大規模開発に限り、高
さ制限を除外します。

道路幅員 指定容積率 ※　�階段室等は、建築面積の１/８以内の場合で、
かつ、その部分を含む当該建築物の高さが表に
揚げる数値に10mを加えた値を超えない場合
においては、その部分の高さ12mまでは当該
建築物の高さに算入しません。

※　�指定容積率の異なる区域にまたがる敷地は、最
大の容積率の最高高さ制限を適用します。

※　�道路斜線制限や隣地斜線制限（昭和通りに接す
る敷地に限る。）の緩和を受ける場合は、別途、
認定申請が必要となります。

600％ 700％ 800％
20m以上 42m 50m
12m〜20m未満
８m〜12m未満 36m又は［（道路幅員＋２）×３］のいずれか小さい値
６m〜８m未満 24m又は［（道路幅員＋１）×３］のいずれか小さい値
４m〜６m未満 18m又は［（道路幅員＋１）×３］のいずれか小さい値
２項・３項道路 13m
屋上工作物を設ける場合は、建築物の最高高さ制限に10mを加えたもの（23〜60m）とします。

3 壁面の位置の制限
　建築物の部分（庇等の突出物がある場合はその先端）の後退距離を定めます。

道路幅員 壁面の位置の制限 工作物などの制限 ※��敷地が不整形であったり、規模
が小さいなどの場合の壁面の
位置の制限については、区（建
築課）にご相談下さい。

４m以上の道路 道路境界線から0.5m以上後退 壁面後退した部分には、門やへい等の
工作物は設置できません。２項・３項道路 道路中心線から2.2m以上後退

4 容積率の最低限度
　指定容積率や道路幅員に応じて最低限、利
用しなければならない容積率を定めます。

指定容積率及び道路幅員 容積率の最低限度
700％及び800％の区域 300％
600％の区域及び４mの道路にのみ面する敷地 200％
３項道路にのみ面する敷地 150％

5 建築物の用途制限
　次に掲げる建築物は建築できません。
○店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物
○�共同住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条に定めるサービス付き高齢者向け住宅その他高齢者の居住の安定に資
する住宅は除く。）のうち、住戸数が10戸以上となる計画の場合、以下に該当する建築物
　・�住戸専用部分の床面積40m2以上の住戸（定住型住宅）の床面積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積（容積対象面
積）の合計の１/３未満の建築物

　・定住型住宅以外の住戸において、住戸の専用部分の床面積25m2未満の建築物
　　※住戸の専用部分にメーターボックス及びバルコニーは含みません。
○墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定する納骨堂の用途に供する建築物その他の人骨を保管する用途に供する建築物
○動物（食用の動物を除く。）の骨の保管の用途に供する建築物若しくは動物の死体の焼却設備を有する建築物
○宿泊の用に供する建築物について、次に掲げる建築物
　①一宿泊室の床面積が次に掲げる数値未満の建築物
　　ア）一宿泊室の定員が１人の場合、９m2

　　イ）一宿泊室の定員が２人の場合、13m2

　　ウ）一宿泊室の定員が３人以上の場合、次の算定式により求められる数値
　　　　X＝5.5（n－１）＋９　　　X：一宿泊室の床面積（m2）　　　n：一宿泊室の定員（人）
　②�フロントの前面に配置するロビー等（ロビー及びロビーと一体的に整備する応接室、談話室等の施設。）が次のいずれかに

該当する建築物
　　ア）当該面積（m2）が宿泊室の定員の合計に0.4を乗じた数値未満の建築物
　　イ）当該位置が１階以外又は道路に面しない建築物
　　※ロビー等の位置は周辺環境との調和等に配慮した計画でやむを得ないものはこの限りではありません。

6 敷地面積の最低限度
　原則として300m2です。
　ただし、300m2未満の敷地であっても、既存のままの敷地で建て替える場合は、その敷地面積が最低限度となります。
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緩和容積率

（図２）

壁面の位置
の制限

（図１）

お問い合わせ下さい
●�地区計画区域内で建築行為を行う場合は、都市計画法に基づき「地区計画の区域内における行為の届出書」
の提出が必要となります。

●容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要な場合があります。
●斜線制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要となります。
●認定基準や申請手数料等については、建築課へお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号

都市整備部地域整備課	 ☎03-3546-5447
都市整備部建築課	 ☎03-3546-5456

地区計画区域内における行為の届出や認定手続きについては、区のホームページで掲載しています。（トップページ→まちづくり・環境→計画・
取り組み→地区計画・機能更新型高度利用地区の順番でご覧いただけます。）
都市計画決定・告示年月日（当初）
　銀座地区地区計画　　：平成10年11月25日　区告第140号
　銀座地区高度利用地区：平成10年11月25日　区告第141号

平成30年１月発行

※ 	A地区のうち、指定容積率が800％の区域で前面道路の幅員が８m以下の道路に面する場合
は、700％となります。

※B地区の指定容積率とは、指定容積率又は700％のいずれか小さい方の数値です。
※ 	A地区のうち、X道路　Y道路に面する敷地の場合において、敷地面積が300m2未満の建築
物にあっては、＋100％を限度とします。

区分 前面道路 壁面の位置の制限

A地区

X道路（●●●●●） 20cm以上

Y道路（◦◦◦◦◦） 30cm以上

その他の道路 50cm以上

２項・３項道路 道路中心から2.2m以上

B地区
４m以上の道路 50cm以上

２項・３項道路 道路中心から2.2m以上

前面道路 緩和容積率

A
地
区

X道路（●●●●●）に面する敷地 指定容積率＋300％

Y道路（◦◦◦◦◦）に面する敷地 指定容積率＋200％

幅員11m以上の道路に面する敷地 指定容積率＋100％

幅員11m未満の道路に面する敷地 指定容積率

B
地
区

幅員８mを超える道路に面する敷地 基準容積率×1.25

幅員８m以下の道路に面する敷地 指定容積率

２項・３項道路にのみ面する敷地 280％

建て替えのルール
（壁面の位置の制限と緩和容積率）

外堀通り

中央通り

昭和通り

晴
海
通
り

銀座地区まちづくりのルール_omote.indd   7 2017/11/28   11:08

まちづくりのルール

に ぎ わ い と 風 格 の 再 生

銀座地区

お問い合わせ下さい
●�地区計画区域内で建築行為を行う場合は、都市計画法に基づき「地区計画の区域内における行為の届出書」
の提出が必要となります。

●容積率制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要な場合があります。
●斜線制限の緩和を受ける場合は、別途、認定申請が必要となります。
●認定基準や申請手数料等については、建築課へお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号

都市整備部地域整備課	 ☎03-3546-5447
都市整備部建築課	 ☎03-3546-5456

地区計画区域内における行為の届出や認定手続きについては、区のホームページで掲載しています。（トップページ→まちづくり・環境→計画・
取り組み→地区計画・機能更新型高度利用地区の順番でご覧いただけます。）
都市計画決定・告示年月日（当初）
　銀座地区地区計画　　：平成10年11月25日　区告第140号
　銀座地区高度利用地区：平成10年11月25日　区告第141号

平成30年１月発行

区分 前面道路 壁面の位置の制限

A地区

X道路（●●●●●） 20cm以上

Y道路（◦◦◦◦◦） 30cm以上

その他の道路 50cm以上

２項・３項道路 道路中心から2.2m以上

B地区
４m以上の道路 50cm以上

２項・３項道路 道路中心から2.2m以上

前面道路 緩和容積率

A
地
区

X道路（●●●●●）に面する敷地 指定容積率＋300％

Y道路（◦◦◦◦◦）に面する敷地 指定容積率＋200％

幅員11m以上の道路に面する敷地 指定容積率＋100％

幅員11m未満の道路に面する敷地 指定容積率

B
地
区

幅員８mを超える道路に面する敷地 基準容積率×1.25

幅員８m以下の道路に面する敷地 指定容積率

２項・３項道路にのみ面する敷地 280％

リサイクル適正 A

外堀通り

中央通り

昭和通り

晴
海
通
り
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